
国民健康保険制度の財政基盤強化を求める意見書 

 

国民健康保険制度は、平成３０年４月より都道府県が財政運営の主体となり、制

度の安定的な財政運営や効率的な事業の確保等において中心的な役割を担うこと

となりました。国では消費税増税分の一部を使い、国保財政基盤強化のために財政

支援等が行われていますが、国保は高齢者や低所得階層が多く、医療費水準も高い

など構造的な課題があり、被保険者の保険税の負担は重いものとなっています。 

本町においても、被保険者の保険税負担を軽減するため一般会計から国民健康保

険事業特別会計へ毎年繰り入れを行っていますが、厳しい財政運営を強いられてお

り、医療費の増大やこのたびの制度改革の影響により被保険者へ更なる負担を求め

ざるを得ない状況です。 

また、この制度改革で都道府県では財政難の市町村国保を抱え、被保険者の保険

料負担の平準化・軽減は都道府県による財政調整だけでは厳しく、国による財政支

援を拡充し、更なる国保財政基盤の強化が是非とも必要であります。 

よって、国におかれましては、国保制度を将来にわたり安定的で持続可能な制度

となるよう国庫負担割合を引き上げ、国保財政の支援について一層の拡充を図られ

ますよう、強く求めるものであります。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 
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